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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の枠部材を方体状に組み付けてなる第１キャビネット同士を連結するためのキャビ
ネット連結構造であって、
　各前記第１キャビネットの外面であって、他方の前記第１キャビネットと対向する面に
おいて、底部を構成する前記枠部材の両端に夫々底側固定部を設けるとともに、天部を構
成する前記枠部材の両端とに夫々天側固定部を設け、
　前記底部の対向する前記底側固定部同士を柱状の底側連結部材で夫々連結する一方、前
記天部の対向する天側固定部同士を柱状の天側連結部材で夫々連結することにより、
　前記第１キャビネット同士を連結するとともに、前記第１キャビネット間に第２キャビ
ネットを形成可能とし、
　さらに、キャビネットがラックマウントタイプの電気機器を収納可能なラックであり、
前記第１キャビネットの前記底部及び前記天部の外面に、マウントアングルを固定可能な
マウントアングル固定部を設け、当該マウントアングル固定部に前記マウントアングルを
固定することで、前記第２キャビネットもラックとして構成可能としたことを特徴とする
キャビネット連結構造。
【請求項２】
　前記天側連結部材の両端部に、前記天側固定部へ係止可能な係止片を設けており、前記
係止片により前記天側連結部材を一旦前記天側固定部へ係止させた後、係止状態にある前
記天側連結部材と前記天側固定部とを固定可能としたことを特徴とする請求項１に記載の
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キャビネット連結構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえばラックマウントタイプの電気機器を収納可能なラック等といったキ
ャビネット同士を連結するためのキャビネット連結構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、キャビネットの一例であるラックマウントタイプの電気機器を収納可能なラック
としては、たとえば特許文献１に記載のラックが知られている。このラックは、４本のフ
レーム部材を四角形状に組み付けてなる天枠及び底枠を、上下方向に長い４本の柱部材に
よって連結してなり、必要に応じて前面の開口には扉体を、側面や天面、底面等の開口に
は側板や天板、底板等を夫々取り付けて閉塞可能としている。そして、ラックを使用する
際には、図７に示すように、左右方向へ複数のラック７１、７１・・を連設することが多
々あった。そこで、従来では、図８に示すような連結部材７２、７２を利用して、隣り合
うラック７１、７１同士を連結していた。尚、連結部材７２は、左右方向へ長い帯状の金
属板であって、その左右両端部にはネジ孔が設けられており、隣り合うラック７１、７１
の天板間にわたって連結部材７２を架設することにより、ラック７１、７１同士を連結す
ることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－７０１１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記従来のキャビネット連結構造を採用すると、たとえば３つのキャビ
ネットを連結する際には当然ながらキャビネット全体が３つ必要になり、部品点数が多く
なり、製造コストや運搬コスト等がかかるという問題がある。また、複数のキャビネット
を設置床面に固定するに際し、各キャビネットの底枠の四隅をアンカー固定しなければな
らず、設置作業が煩雑になるという問題もある。
【０００５】
　そこで、本発明は、上記問題に鑑みなされたものであって、３つ以上のキャビネットを
左右方向へ連設する場合に部品点数の削減を図ることができる上、設置床面に固定する作
業についても簡易化することができるキャビネット連結構造を提供しようとするものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明のうち請求項１に記載の発明は、複数の枠部材を方
体状に組み付けてなる第１キャビネット同士を連結するためのキャビネット連結構造であ
って、各前記第１キャビネットの外面であって、他方の前記第１キャビネットと対向する
面において、底部を構成する前記枠部材の両端に夫々底側固定部を設けるとともに、天部
を構成する前記枠部材の両端とに夫々天側固定部を設け、前記底部の対向する前記底側固
定部同士を柱状の底側連結部材で夫々連結する一方、前記天部の対向する天側固定部同士
を柱状の天側連結部材で夫々連結することにより、前記第１キャビネット同士を連結する
とともに、前記第１キャビネット間に第２キャビネットを形成可能とし、さらに、キャビ
ネットがラックマウントタイプの電気機器を収納可能なラックであり、前記第１キャビネ
ットの前記底部及び前記天部の外面に、マウントアングルを固定可能なマウントアングル
固定部を設け、当該マウントアングル固定部に前記マウントアングルを固定することで、
前記第２キャビネットもラックとして構成可能としたことを特徴とする。
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　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、前記天側連結部材の両端部
に、前記天側固定部へ係止可能な係止片を設けており、前記係止片により前記天側連結部
材を一旦前記天側固定部へ係止させた後、係止状態にある前記天側連結部材と前記天側固
定部とを固定可能としたことを特徴とする。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、底部の対向する底側固定部同士を柱状の底側連結部材で夫々連結する
一方、天部の対向する天側固定部同士を柱状の天側連結部材で夫々連結することにより、
第１キャビネット同士を連結するとともに、第１キャビネット間に第２キャビネットを形
成することができる。そのため、従来では３つのキャビネットを連設するに際して、キャ
ビネット全体を３つ用意する必要があったところ、本発明では、２つのキャビネット全体
と、一対の底側連結部材と、一対の天側連結部材とでよい。したがって、従来よりも第２
キャビネットを構成する部品点数が少なく、製造コストや運搬コスト等を低コスト化する
ことができるし、キャビネットを連設してなるキャビネット列を設置床面に固定するに際
して、第２キャビネットについては、底側連結部材の中央箇所１箇所のみをアンカー固定
してもよく、設置作業も容易となる。
　また、キャビネットがラックであり、第１キャビネットの底部及び天部の外面に、マウ
ントアングルを固定可能なマウントアングル固定部を設けており、第２キャビネットをラ
ックとして構成するにあたっては、マウントアングルを第１キャビネットに固定するよう
に構成しているため、第２キャビネットに係る負荷を両第１ラックに分散させることがで
きる。したがって、第２キャビネットを設置床面に固定するにあたっては上述の如く底側
連結部材の中央位置でのみアンカー固定すればよいし、底側連結部材や天側連結部材に、
マウントアングル及び該マウントアングルに搭載される電気機器の重量を支えるのに十分
な強度を持たせたりする必要がなく、安価に構成することができる。
　請求項２に記載の発明によれば、天側連結部材の両端部に、天側固定部へ係止可能な係
止片を設けており、係止片により天側連結部材を一旦天側固定部へ係止させた後、係止状
態にある天側連結部材と天側固定部とを固定可能としている。したがって、一般的に作業
の行いにくい高所同士の連結作業を非常に容易に行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】左右方向へ複数のラック体を連設してなるラック列を示した斜視説明図である。
【図２】図１中の領域Ａを拡大して示した説明図である。
【図３】連結部分を分解状態としたラック列を示した斜視説明図である。
【図４】図３中の領域Ｂを拡大して示した説明図である。
【図５】ラック列を前面側から示した説明図である。
【図６】ラック列を分解した状態を示した説明図である。
【図７】従来のラック列を示した斜視説明図である。
【図８】従来のラック同士の連結構造を示した斜視説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の一実施形態となるキャビネット連結構造について、図面にもとづき詳細
に説明する。尚、本実施形態においては、キャビネットの一例であるラックについて説明
する。
【００１０】
　図１は、左右方向へ複数のラック体を連設してなるラック列１０を示した斜視説明図で
あり、図２は、図１中の領域Ａを拡大して示した説明図である。図３は、連結部分を分解
状態としたラック列１０を示した斜視説明図であり、図４は、図３中の領域Ｂを拡大して
示した説明図である。
　ラック列１０は、左右方向へ連設された３つのラック体からなり、前後逆向きに設置さ
れる１組の第１ラック１ａ、１ｂと、第１ラック１ａ、１ｂ同士を左右方向に連結するこ
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とで第１ラック１ａ、１ｂ間に形成される第２ラック２とからなる。第１ラック１ａは、
４本のフレーム部材３ａ、３ｂ、３ｃ、３ｄを連結して底枠を、４本のフレーム部材４ａ
、４ｂ、４ｃ、４ｄを連結して天枠を夫々構成するとともに、天枠と底枠とを４本の柱部
材５、５・・で連結してなる、すなわち複数の枠状部材を方体状に組み付けてなる。また
、底枠の正面から見て右側辺を構成するフレーム部材３ｂの外面には、底側連結部材２１
を固定するための前後方向へ長い柱状の底側固定部材６が固着されており、該底側固定部
材６の前端と後端には底側連結部材２１をネジ止めするための固定孔７が夫々穿設されて
いる。また、フレーム部材３ｂの外面で底側固定部材６の上方には、マウントアングル２
２を固定可能なマウントアングル固定部材８が固着されている。該マウントアングル固定
部材８は、強度の向上を目的として上面が外方へ下降傾斜するテーパ面とされた柱状体で
あって、その外側面には、マウントアングル２２を固定するためのマウントアングル固定
孔９、９・・が前後方向で複数箇所設けられている。したがって、マウントアングル２２
を固定するマウントアングル固定孔９、９・・を選択することにより、マウントアングル
２２の固定位置を前後方向で調整可能となっている。
【００１１】
　一方、天枠の正面から見て右側辺を構成するフレーム部材４ｂの外面には、天側連結部
材２３を固定するための天側固定部材１１が固着されている。該天側固定部材１１は、正
面視Ｕ字状で前後方向へ長い樋状に形成されており、天側連結部材２３の係止片２４を上
方から係止可能となっているとともに、その前端と後端には、天側連結部材２３を係止状
態でネジ止めするための固定孔１２が夫々穿設されている。さらに、天側連結部材２３に
もマウントアングル固定孔９、９・・が前後方向で複数箇所に設けられている。
　尚、第１ラック１ｂは、上述したように第１ラック１ａの前後を逆とし、底側固定部材
６やマウントアングル固定部材８、天側固定部材１１等が正面から見て左側にくるような
姿勢としたものであり、第１ラック１ａと同じ構成を有する。また、各第１ラック１ａ、
１ｂ内には、従来同様、マウントアングル１５、１５・・を設置可能となっている。
【００１２】
　底側連結部材２１は、左右方向に長い金属板の前側、後側、及び左右両端部を上方や前
後に折り曲げ・折り返すことによって上方に開口する箱状の柱体として形成されてなり、
その左右方向長さは、第１ラック１ａのフレーム部材３ａと略同じ左右方向長さとなって
いる。また、底側連結部材２１の左右両端面には、第１ラック１ａ、１ｂの底側固定部材
６に固定するためのネジ孔２５が設けられている。さらに、底側連結部材２１の左右方向
での略中央位置の底面には、設置床面に固定するためのアンカー固定用ボルト孔（図示せ
ず）が設けられている。
【００１３】
　一方、天側連結部材２３は、左右方向に長い金属板の前側、後側、及び左右両端部を下
方や前後に折り曲げ・折り返すことによって下方に開口する箱状の柱体として形成されて
なり、その左右方向長さは、第１ラック１ａのフレーム部材４ａと略同じ左右方向長さと
なっている。また、天側連結部材２３の左右両端部には、下方へ折り曲げることにより係
止片２４が設けられているとともに、該係止片２４には第１ラック１ａ、１ｂの天側固定
部材１１に固定するためのネジ孔２６が設けられている。尚、天側連結部材２３の強度よ
りも底側連結部材２１の強度の方が高くなっている。
【００１４】
　上記底側連結部材２１及び天側連結部材２３を用いて第１ラック１ａ、１ｂを連結する
に際しては、まず所定の間隔を隔てて上記の如く第１ラック１ａ、１ｂを前後逆となる姿
勢とし、底側固定部材６や天側固定部材１１等を対向させる。そして、先に底側連結部材
２１、２１をネジ止めにより底側固定部材６、６間に架設し、第１ラック１ａの底枠の前
端と第１ラック１ｂの底枠の前端、及び第１ラック１ａの底枠の後端と第１ラック１ｂの
底枠の後端を連結する。次に、天側連結部材２３、２３の各係止片２４を夫々天側固定部
材１１に係止させた後、ネジ止めにより係止状態にある天側連結部材２３、２３を天側固
定部材１１、１１間に架設し、第１ラック１ａの天枠の前端と第１ラック１ｂの天枠の前
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端、及び第１ラック１ａの天枠の後端と第１ラック１ｂの天枠の後端を連結すればよい。
そして最後に、マウントアングル２２、２２・・を所望のマウントアングル固定孔９、９
・・に固定すれば、２つの第１ラック１ａ、１ｂが連結されるとともに、該連結に伴い第
１ラック１ａ、１ｂ間に第２ラック２が形成されることになり、図１や図５に示す如く３
つのラック体が連設されたラック列１０が組み立てられることになる。
【００１５】
　以上のような構成を有するラック連結構造によれば、連結対象である第１ラック１ａ、
１ｂの対向面において、底部を構成するフレーム部材３ｂに底側固定部材６を固着し、そ
の前端と後端とに夫々固定孔７、７を設けるとともに、天部を構成するフレーム部材４ｂ
に天側固定部材１１を固着し、その前端と後端とに夫々固定孔１２、１２を設け、底側固
定部材６の前端同士及び後端同士（すなわち底部の対向する底側固定部同士）を底側連結
部材２１により夫々連結する一方、天側固定部材１１の前端同士及び後端同士（すなわち
天部の対向する天側固定部同士）を天側連結部材２３により夫々連結することにより、第
１ラック１ａと第１ラック１ｂとを連結するに伴い、両ラック１ａ、１ｂ間に新たな第２
ラック２を形成することができる。そのため、従来では３つのラックを連設するに際して
、図８に示す如くラック本体を３つ用意する必要があったところ、本実施形態によれば、
図６に示す如く２つの第１ラック１ａ、１ｂ本体と、前後一対の底側連結部材２１、２１
と、前後一対の天側連結部材２３、２３と、必要な数のマウントアングル２２、２２・・
のみでよい。したがって、従来よりも第２ラック２に相当するラック体に係る部品点数が
少なく、製造コストや運搬コスト等を低コスト化することができるし、ラック列１０を設
置床面に固定するに際して、第２ラック２については、底側連結部材２１の中央箇所１箇
所のみをアンカー固定すればよく、設置作業も容易となる。尚、第２ラック２を運搬する
際には、図６に示す如く分解し、天側固定部材１１や底側連結部材２１を第１ラック１ａ
、１ｂ内に収納して運搬することで、運搬時の一層の省スペースを図ることができる。
【００１６】
　また、天側連結部材２３に天側固定部材１１へ係止可能な係止片２４、２４を設けてお
り、天側連結部材２３により第１ラック１ａ、１ｂの天枠同士を連結する際には、まず係
止片２４、２４を利用して天側固定部材１１、１１間に係止させた後、ネジ止め等により
連結可能としている。したがって、一般的に作業の行いにくい高所同士の連結作業を非常
に容易に行うことができる。
　さらに、第２ラック２内に位置するマウントアングル２２、２２・・については、底側
連結部材２１や天側連結部材２３ではなく、第１ラック１ａ、１ｂに設けられたマウント
アングル固定部材８や天側固定部材１１に固定するため、第２ラック２に係る負荷を第１
ラック１ａ、１ｂに分散させることができる。したがって、上述の如く底側連結部材２１
の中央位置でのみアンカー固定すればよいし、底側連結部材２１や天側連結部材２３に、
マウントアングル２２及び該マウントアングル２２に搭載される電気機器の重量を支える
のに十分な強度を持たせたりする必要がなく、安価に構成することができる。
【００１７】
　なお、本発明に係るキャビネット連結構造は、上記実施形態の態様に何ら限定されるも
のではなく、キャビネットそのものの構成は勿論、連結に係る箇所の構成についても必要
に応じて適宜変更することができる。
【００１８】
　たとえば、底側固定部材６やマウントアングル固定部材８、天側固定部材１１に関して
は、第１ラック１ａ、１ｂと一体成形されていてもよい（すなわち、底側固定部や天側固
定部等としてあってもよい）し、第１ラック１ａ、１ｂに対して必要に応じて着脱自在と
してもよい。
　また、上記実施形態では、底側連結部材２１と天側連結部材２３との構成が係止片２４
の有無等において異なっているが、どちらか一方の構成を他方に採用すること（たとえば
、係止片を有さない天側連結部材等）も可能である。そのような構成にすることで、部品
点数の一層の低減を図ることができるという効果がある。
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　またさらに、上記実施形態では、３つのラック体しか連設していないが、５つ以上のラ
ック体を連設することも可能であり、その際には、左右両側面に底側固定部材６や天側固
定部材１１を固着された第１ラックを使用すればよい。
【００１９】
　さらに、上記実施形態では、底側固定部材６及び天側固定部材１１を前後方向へ長く形
成し、その前端と後端とに固定孔７、１２を設けるとしているが、このような構成に代え
て、フレーム部材３ｂ、４ｂの前端と後端とに夫々固定孔を有する底側固定部や天側固定
部を設けるような構成を採用することも可能である。さらにまた、上記実施形態では、天
側固定部材１１にマウントアングル固定孔９、９・・を穿設しているが、底側と同様、天
側固定部材１１の下方にマウントアングル固定部材８を設けるように構成しても何ら問題
はない。
　加えて、上記実施形態では、キャビネットの一例であるラックについて説明しているが
、本発明に係るキャビネット連結構造は、ラックマウントタイプ以外の電気機器を収納す
るための他のキャビネットの連結に関しても好適に採用することができる。
【符号の説明】
【００２０】
　１ａ、１ｂ・・第１ラック、２・・第２ラック、３ａ～３ｄ、４ａ～４ｄ・・フレーム
部材、５・・柱部材、６・・底側固定部材（底側固定部）、７・・固定孔（底側固定部）
、８・・マウントアングル固定部材、９・・マウントアングル固定孔、１０・・ラック列
、１１・・天側固定部材（天側固定部）、１２・・固定孔（天側固定部）、１５、２２・
・マウントアングル、２１・・底側連結部材、２３・・天側連結部材、２４・・係止片、
２５、２６・・ネジ孔。

【図１】 【図２】
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